
   性犯罪に関する刑法改正を求める意見書 

 

    性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって多大な苦

痛を与え続ける悪質重大な犯罪である。平成29年（2017年）には、刑法の性犯罪規定に

ついて、強姦罪を強制性交等罪として定義を広げ、法定刑の下限を引き上げるなど、お

よそ110年ぶりに大幅な改正が行われた。 

 しかし、令和元年（2019年）には被害者の意に反する行為だと認定されながらも無罪と

される判決が相次ぐなど、現行の規定でも不十分であることが指摘されている。また、改

正法の附則には、「施行後３年を目途として」施策の在り方を検討し、必要があると認め

るときは所要の措置を講ずることとされている。 

 よって、国におかれては、下記の点を踏まえた性犯罪に関する刑法規定の見直しに取り

組むよう強く要望する。 

記 

１ 強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」を見直し、被害者が恐怖等により抵抗できない場

合、被害者が若年者である場合等に、適切な処罰が行われるよう、抜本的な刑法改正

を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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